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高齢者無料職業相談
高齢者に向く仕事の求人・求職

についてのご相談がありましたら
お申出ください。社会福祉協議会
の専門相談員がおうけします。
相談日は, 毎月第4 火曜日午前10
時~午後3 時( 2 月は24日) 区

役所1 階の区民相談室です。

く
ら
し
に

役

だ

つ

消
費
者
セ
ン
タ
ー

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

消
費
者
セ
ン
タ
ー
は
、
み
な
さ
ん
が
日
常
の
消
費
生
活
で
出
会
う
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
解
決

す
る
た
め
に
、
消
費
者
相
談
・
消
費
者
教
室
、
商
品
の
品
質
や
安
全
性
に
つ
い
て
の
テ
ス
ト
な
ど

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
身
近
に
起
こ
っ
た
消
費
生
活
上
の
苦
情
や
柎
跋
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
み
な
さ
ん
か
自
由
に
利
用
で
き
る
教
室
や
会
曦
室
も
備
え
て
い
ま
す
。

消
費
者
は
、
商
品
の
「
安
全
性
」
へ

の
不
安
・
買
物
上
で
の
不
利
益
な
ど
、

日
常
生
活
に
お
い
て
、
社
会
的
に
弱
い

立
場
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
弱
い
立
場
に
お
か
れ

て
い
る
消
費
矜
も
、
一
人
ひ
と
り
が
。
<

か
し
こ
く
>
・
<
強
く
>
な
り
、
組

織
的
に
箱
合
す
れ
ば
大
き
な
力
と
な
る

こ
と
か
で
き
ま
す
。

こ
の
た
め
、
消
費
者
セ
ン
タ
ー
で
は

消
費
者
の
み
な
さ
ん
の
商
品
知
識
の
習

得
を
は
じ
め
、
現
在
消
費
生
活
上
問
胆

と
な
っ
て
い
る
テ
ー

マ
を
と
り
あ
げ
。

消
費
者
教
室
や
座
談
会
を
開
催
し
、
み

な
さ
ん
に
考
え
て
い
た
だ
く
と
と
も
に

消
費
者
の
組
織
づ
く
り
の
た
め
、
地
域

消
費
者
グ
ル
1

プ
の
育
成
を
I図
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
買
吻
相
談
か
ら
商
品
の
苦
情

相
談
な
ど
を
受
け
、
そ
の
問
胆
処
理
に

あ
た
っ
て
い
ま
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

消
費
者
七
ン
々
-
で
は
、
み
な
さ
ん

の
お
役
に
た
て
る
よ
う
、
い
ろ
い
ろ
な

晧
投
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
展
示
室

安
全
性
や
品
賓
の
点
で
問
題
と
な
る

も
の
、
苦
情
相
談
の
事
例
、
商
品
テ
ス

卜
の
結
果
な
ど
の
参
考
賢
料
を
展
示
し

て
い
ま
す
。

■
資
料
室

消
費
者
運
動
、
消
費
生
活
の
参
考
と

な
る
図
書
、
刊
行
物
、
パ
ン
フ
レ
y
卜

な
ど
を
備
え
て
い
ま
す
。

■
相
談
室

商
品
、
廾
ー
ビ
ス
に
関
す
る
み
な
さ

ん
の
苦
情
、
買
物
や
生
活
の
合
理
化
に

つ
い
て
の
相
談
少―
専
門
の
消
賢
生
活
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
お
受
け
し
ま
す
。

■
教
室
・
会
議
室

消
費
者
グ
ル
ー
プ
の
集
会
、
消
費
者

教
室
、
消
費
者
座
談
会
、
消
費
者
の
会

合
な
ど
に
無
料
で
開
放
し
、
知
識
習
得

の
暘
と
し
て
い
ま
す
。

■
テ
ス
ト
室

み
な
さ
ん
の
食
生
活
そ
よ
り
安
全
な

も
の
と
す
る
た
め
、
食
品
の
品
質
、
栄

養
、
添
加
物
な
ど
に
関
す
る
テ
ス
ト
を

実
施
し
、
情
報
提
供
を
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
み
な
さ
ん
か
疑
問
に
思
わ

れ
た
商
品
な
ど
に
つ
い
て
も
テ
ス
ト
を

行
な
っ
て
い
ま
す
の
で
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

こ
れ
ま
で
に

こ
ん
な
相
談
が

・
賢
い
物
を
す
る
う
え
で
の
産
意
事
項

・
食
品
の
保
存
、表
示
、
苦
情
に
つ
い
て

・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
の
ト
ラ
ブ
ル

・
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
、
新
聞
契
約

な
ど
で
の
ト
ラ
ブ
ル

・
衣
服
に
つ
い
た
し
み
ぬ
き
に
つ
い
て

・
洗
剤
の
安
全
性
や
粉
せ
っ
け
ん
の
皈

売
店
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
日
常
の
消
費
生
活
に
お

け
る
ど
ん
な
事
柄
で
も
お
受
け
し
て
い

ま
す
。

一一

相
談
受
付

毎
週
月
～
金
曜
日
(

午
前
十
時
～

午
後
四
時
)
　

八
匕つ
i
一
三
〇

一

消
費
者
テ
レ
フ
ォ
ン

魚
と
豚
肉
の

安
売
り
デ
ー

区
で
は
、
消
費
者
対
策
の
一
環
と
し

て
魚
と
豚
肉
の
安
売
り
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。
魚
は
、
関
東
水
産
物
商
業
協
同

組
合
千
住
・
西
新
井
両
支
部
の
協
力
を

得
て
、
毎
月
第
三
金
曜
日
に
水
産
物
の

安
売
り
デ
ー

を
設
け
て
い
ま
す
。

今
月
は
、
「
す
る
め
い
か
」
六
ト
ン

(
一
パ
イ
百
七
十
五
円～
面
五
円
)
と

「
さ
ん
ま
」三
ト
ン
(
一
尾
五
十
円
～
五

卜
五
円
)
を
販
売
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

市
場
を
通
さ
す
産
地
直
送
し
た
も
の
で

す
。

鮮
魚

二
月
二
十
日
(
金
)

※
青
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
魚
順
さ
ん
で

販
売
し
ま
す
。

豚
肉

二
月
一
〒

八
日
(
土
)

※
黄
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
肉
屋
さ
ん
で

販
売
し
ま
す
。

▲ くらしの相
談は消費者セ
ンターへ

足立区消費者センター案内図

消
火
器
を
設
置

避
難
道
路
に
60
㍍
間
隔
で

大
地
震
は
い
つ
い
か
な
る
場
所
で
発

生
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
区
で
は
、

不
慮
の
災
害
に
備
え
て
、
区
民
の
生
命

と
財
産
そ
守
る
た
め
い
ろ
い
ろ
の
対
策

を
構
じ
て
き
ま
し
勺

避
難
対
策
も
そ

の
一
つ
で
す
。

避
難
対
策
と
し
て
は
、
今
ま
で
に
広

域
避
難
場
所
お
よ
び
避
難
道
路
を
指
定

し
、
道
路
標
識
、
避
難
場
所
標
示
板
を

股
置
す
る
等
の
対
策
を
実
施
し
て
き
ま

し
た
。

ひ
き
つ
づ
き
、
避
難
道
路
安
全
化
の

た
め
、
避
難
道
路
沿
い
に
消
火
器
を
配

備
す
る
計
画
を
す
す
め
て
き

ま
し

た

が
、こ
の
た
び
、町
会
の
協
力
を
得
て
避

雛
道
路
両
側
に
約
六
十
㍍
間
隔
で
、
七

百
十
一
本
の
配
備
か
完
了
し
ま
し
た
。

配
備
し
た
消
火
器
は
強
化
浙
式
六㍑

と
粉
末
式
六
・
五
匈
の
二
種
類
で
す
。

強
化
液
式
は
。
以
前
、
町
会
、
自
治

会
に
配

備
し
た
も
の
と
同

型
式
で
す

か
、
粉
末
式
は
、
以
前
、
配
備
し
た
粉

末
式
消
火
器
に
比
べ
、
約
二
倍
の
消
火

力
が
あ
る
大
型
の
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
消
火
器
は
、
大
地
震
の
際
、

避
雛
道
路
沿
線
の
家
屋
の
火
災
を
初
期

消
火
す
る
と
と
も
に
、
道
路
上
の
車
火

災
を
消
し
止
め
て
避
難
者
が
安
全
に
避

難
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
配
備
し
た

も
の
で
す
。
と
同
時
に
、
平
常
火
災
に

お
け
る
初
期
消
火
に
も
ぜ
ひ
役
立
て
で

く
だ
さ
い
。

新
し
い
試
み
と
し
て
格
納
箱
側
面
に

区
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
募
集
し
た
防
災

標
語
を
印
刷
し
ま
し
た
Q

笑

川
震
、
避
難
は
徒
歩
で
雎
は
禁

虍
″

泌

災
は
、
か
ら
だ
で
訓
練
、
心
で

準
炉こ

れ
は
そ
の
標
語
の

】
舷
で
す
。
こ

れ
ら
の
欅
蹐
を
合
言
葉
に
普
段
か
ら
い

ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
備
え
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
防
災
課
へ

ど
う
ぞ
。

申請をお忘れなく
私立 幼稚園・類 似施 設の
父兄 へ の補助金が増額に

区
で
は
、
私
立
幼
稚
園
や
幼
稚
園
類

似
施
設
に
幼
児
そ
通
圜
さ
せ
て
い
る
父

兄
(

保
護
者
)
に
、
補
助
金
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
昭
和
五
十
年
十

月
～
昭
和
五
十
一
年
三
月
ま
で
の
六
か

月
分
(

後
期
分
)
で
す
。
該
当
す
る
父

兄
の
方
は
申
謂
を
お
忘
れ
な
く
。

ま
た
、
前
期
分
(
昭
和
五
十
年
四
月

か
ら
九
月
ま
で
)
を
申
謂
さ
れ
な
か
っ

た
父
兄
も
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
区
内
の
幼
稚
園
類
似
施
設
は

松
山
学
園
、
黒
田
学
園
、
永
目
院
童
子

園
、花
畑
団
地
幼
児
教
室
の
四
回
で
す
。

補
助
金
の
額
と

支
給
時
期

昭
和
人
寸
年
十
月
分
か
ら
補
助
金
の

額
か
次
の
よ
う
に
増
額
さ
れ
ま
し
た
。

①
五
歳
児
一
人
に
つ
き
月
額
二
千
五
百

円
(
改
定
前
二
千
円
)

②
四
歳
児
一
人
に
つ
き
月
額
千
五
百
円
(

改
定
前
千
円
)

③
支
給
時
期
は
、
三
月
下
旬
の
予
定

補
助
金
を

受
け
ら
れ
る
父
兄

◎
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
以
降
、
足
立

区
の
住
民
で
あ
る
こ
と

⑤
私
立
幼
稚
園
ま
た
は
幼
稚
園
類
似
施

設
に
在
籍
し
、
次
の
生
年
月
日
の
幼

児
を
も
つ
父
兄

・
崗
五
歳
(
昭
和
四
十
四
年
四
月
二

日
～
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日

生
)

・
嘴
四
歳
(
昭
和
四
十
五
年
四
月
二

日
～
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日

生
)

③
保
育
料
は
、
兄
月
分
ま
で
完
納
し
て

い
る
こ
と

申

請

期

限

▽
1
-
9
こ
月
卜
五
日
(
月
)
ま
で

な
お
、
昭
和
五
十
年
度
の
補
助
金
を

今
回
の
申
請
期
限
ま
で
に
申
請
し
な
い

と
、
補
助
金
か
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
必
ら
ず
期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

申
請
の
方
法

①
足
立
区
内
の
私
立
幼
稚
園
お
よ
び
幼

稚
圜
類
似
施
設
に
在
籍
す
る
園
児
の

保
護
者
に
つ
い
て
は
、
園
に
手
続
き

し
、
圜
か
一
括
し
て
申
請
す
る
方
法

を
と
っ
て
い
ま
す
か
、
今
回
の
後
期

分
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
園
か
ら
一

括
申
請
済
み
で
す
。

②
足
立
区
外
の
区
市
町
村
に
あ
る
私
立

幼
稚
園
お
よ
び
幼
稚
園
類
似
施
設
に

在
籍
す
る
園
児
の
保
護
者
は
、
本
人

が
直
接
、
区
役
所
総
務
課
総
務
係
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
(
郵
送
に
よ

る
申
謂
は
、
車
故
が
多
い
た
め
受
付

け
ま
せ
ん
)

直
接
個
人
で
申
請
す
る
と
き
に

必
要
な
も
の

▽
印
鑑
(
ゴ
ム
印
や
イ
ン
々
に
よ
る
も

の
は
不
可
)

▽
園
児
在
籍
証
明
書
(
園
児
の
生
年
月

日
の
記
入
か
あ
る
も
の
)

▽
保
育
料
納
入
済
証
明
一

ま
た
は
領
収

書
(
補
助
金
を
三
月
分
ま
で
支
給
し

ま
す
の
で
、
保
育
科
も
三
月
分
ま
で

納
入
し
た
も
の
か
必
要
で
す
)

○
銀
行
振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

銀
行
名
・
支
店
名
・
口
座
番
号
を
確

認
で
き
る
預
金
通
帳
等
冷
-
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

そ

の

他

①
住
沂

転
し
た
方
は
、
そ
の
区
に
I

住
鴇

回

茗

、
高

八
・

区
市
町
村
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

図
申
炳
書
類
は
、
幼
稚
園
ま
た
は
区
役

所
総
務
係
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
総
務
係
へ
。

入園児童を募集中
区立上総湊養護学園

お
子
さ
ん
の
健
康
の
増
進
を
図
る

と
と
も
に
、
よ
い
習

惧
を
身
に
つ
け
さ
せ

な
が
ら
小
学
校
の
教

科
課
程
を
修
得
さ
せ

る
学
園
で
す
。

■
所
在
地

千
葉
県

富
津
市
湊
七
七
三
(

内
房
線
上
総
墺

駅
下
車
)

■
入
園
資
格

小
学

校
三
年
以
上
で
ぜ

ん
そ
く
・
肥
洌
・

病
気
に
か
か
り
や
す
い
・
甚
し
い

偏
食
・
病
後
で
体
力
回
復
や
'図
る

な
ど
の
児
童

■
申
込
期
限

二
月
二
十
八

日
(
占

ま
で

■
申
込
方
法

各
小
学
校
艮

に
申
出
て
く
だ
さ
い

■
開
園
期
間

五
十
一
年
四

月
～
五
十
二
年
三
月
(
夏

休
み
、
冬
休
み
は
区
内
小

学
咬
と
同
じ
)

■
定
員

年
間

孔
卜
名

■
経
費

児
童
賄
靫
と
し
て

の
保
護
者
負
担
額
は
(
お

や
つ
代
含
む
)
一
日
三
百
六
十
円

で
す
。

こ
の
ほ
か
、
区
か
ら
一
日
二
百
三

卜
円
の
補
助
が
あ
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
学
校
ま
た
は
教
育

委
員
会
学
校
保
健
係
へ
ど
ろ
ぞ
。

きれいな空気を吸う児童

センター・児童館・老人館だより

□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

六
〇
五
-
七
一
〇
一

■
日
本
の
伝
承
あ
そ
び
I
二
月
二
十
七
日
(
金
)
午
後
一
時

■
ひ

な
祭
こ
ど
も
会
-
二
月
二
十
九
日
(
弖

午
後
二
時

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

八
八
九
-四
六
六
一

■
子
ど
も
映
画
会
-
二
月
二
十
一
日
・
二
十
八
日
(
土
)
午
後
一
時

一こ
十
分

■
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
ー
二
月
二
十
五
日
(
水
)
午
後
三
時

■
老
人
無
科
マ
ッ
サ
ー
ジ
ー
二
月
二
十
七
日
(
金
)
午
前
九
時
三
十

兮
・・先
着
七
十
名

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

八
九
七
-五
〇
一
六

■
老
人
踊
り
教
室
-
二
月
二
十
日
(
金
)
午
前
十
時
―二
十
分

■
児

童
映
画
会
丿
二
月
二
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時

■
老
人
生
花
教
室

上
一
月
二
十
八
日
(
土
)
午
後
一
時
三
十
分

■
子
ど
も
ひ
な
ま
つ

り
会
-
三
月
三
日
(
水
)
午
後
二
時

□
千
住
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

八
八
二
上
―七
六
五

■
エ
作
の
つ
ど
い
I
二
月
二
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時
■
老
人
ペ

ー
パ
ー
フ
ラ
ワ
ー
教
室
-
二
月
二
十
七
日
(
金
)
午
t

一
時
―二
十
分

・・・
申
込
み
は
二
十
日
(
金
)
か
ら

■
フ
オ
ー
ク
ダ
ン
ス
ー
二
月
二

十
九
日
(
日
)
午
後
三
時

■
子
ど
も
映
画
会
1
二
月
二

十
九

日
(

日
)
午
後
一
時
三
十
分

□
西
伊
興
児
童
館
　

八
九
七
|
六
九
四
八

■
創
作
バ
レ
ー
発
表
会一
二
月
二
十
二
日
(
日
)
午
後
二
時
三
十
分

■
卓
球
教
室
-
二
月
二
十
八
日
(
土
)
午
後
三
時

■
子
ど
も
映
画

会
-
二
月
二
十
九
日
(
日
)
午
後
三
時

□
新
田
児
童
館
・
老
人
館
　

九
二
〒
三
四
ニ
ー

■
ギ
タ
ー
教
室
-
二
月
二
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時

■
子
ど
も
映

画
会
土
一月
二
十
二
日
(
日
)
午
後
二
時

■
老
人
盆
栽
ク
ラ
ブ
ー

二
月
二
十
四
日
(
火
)
午
前
十
時

■
老
人
ひ
な
祭
ー
三
月
三
日
(

水
)
午
後
一
時

□
千
住
あ
ず
ま
児
童
館
・
老
人
館
　
八
八
二
-
匸
一
入

■
子
ど
も
映
画
会
-
二
月
二
十
八
日
(
土
)
午
後
二
時

■
老
人
浪

曲
大
会
上
一月
二
十
九
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分

□
本
木
東
児
童
館
　

八
四
九
上
二〇
〇
五

■
父
母
映
画
会
「
周
遊
券
の
旅
・
南
近
畿
」
1
二
月
二
十
日
(
金
)

午
後
二
時

■
子
ど
も
映
画
会
-
二
月
二
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時

■
紙
芝
居
-
二
月
二
十
四
日
(
火
)
午
後
三
時
四
十
分

■
紙
工

作
-
二
月
二
十
七
日
(
金
)
午
後
三
時

□
教
育
セ
ン
タ
ー
　

八
五
〇
-
八
八
〇
一

■
音
楽
の
話
題
一
二
月
二
十
六
日
(
木
)
午
後
六
時

■
手
芸
・
折

り
紙
教
室
-
三
月
四
日
ふ

一
月
二
十
五
日
ま
で
の
毎
週
木
曜
日
午
後

二
時
・
=定
員
-
先
I

ニ
十
名
、
教
材
費
-
約
二
千
円
、
申
込
み
は
二

十
一
日
(
土
)
か
ら

□
花
畑
区
民
セ
ン
タ
ー
　

八
五
〇
-
―一
六
一
七

■
子
ど
も
映
画
会
丿
二
月
二
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時
三
十
分

■

映
画
会
「
私
が
棄
て
た
女
」
上
一
月
二
十
二
日
(
日
)
午
前
十
時
・

午
後
二
時

■
子
ど
も
手
芸
教
室
-
二
月
二
十
二
日

言
)
1

午
前

十
時

■
フ
オ
ー
ク
ダ
ン
ス
ー
二
月
二
十
八
日
(

金
)
午
後
二
時

■
家
族
対
抗
オ
セ
ロ
大
会
一

二
月
二
十
九
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分

<材
料
費
を
明
記
し
て
い
な
い
教
室
は
無
料
で
す
>

〔
申
込
み
と
く
わ
し
い
こ
と
は
、
薄
板
各
施
設
の
事
務
靂
へ
〕

■ 区役所( 教育委員会を含む) 882- 1111　 第二庁舎889- 6161　 足立福祉事務所888- 3141　 中部福祉事務所889- 1481　 東部 福祉事務所605- 7105　 西部福祉事務所897- 5011



昭 和51 年2 月20 日 区 の お 知 ら せ 第378 号 ( 2)

農住団地建設の

新しい制度

住宅街区整備事業
農
業
と
住
宅
が
、
調
和
し

な
が
ら
共
存
で
き
る
町
を
作

る
た
め
の
制
度
が
で
き
ま
し

た
。
地
元
の
皆
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

大
都
市
の
近
郊
で
は
、
宅
地
難
の

た
め
農
地
の
中
に
住
宅
が
パ
ラ
パ
ラ

と
建
ち
、農
地
と
往
宅
の
混
在
が
目

立
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
状
態

で
は
、日
当
た
り
や
風
通
し
が
悪
く

な
っ
て
、農
業
も
や
り
に
く
く
、
住

宅
に
と
っ
て
も
道
路
や
排
水
設
備
が

う
ま
く
と
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
農
地
を
効
果
的
に
保
全

し
な
が
ら
、計
画
的
に
住
宅
地
も
作

る
と
い
う
、
農
業
と
住
宅
が
調
和
し

な
が
ら
共
存
で
き
る
よ
う
に
し
た
制

度
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
が
昭
和
五
十
年
七
月
に
成
立

し
た
「
大
都
市
に
お
け
る
住
宅
地
等

の
供
給
の
促
進
に
開
す
る
特
別
措
置

法
」
に
よ
る
住
宅
衒
区
整
備
事
業
で

す
。こ

の
事
業
は
、
ま
と
ま
っ
た
農
地

を
保
全
し
な
が
ら
、
農
地
所
有
者
な

ど
を
中
心
と
し
て
、町
づ
く
り
を
し

て
い
こ
う
と
い
う
農
地
構
想
を
実
現

す
る
た
め
の
、一
つ
の
方
法
と
し
て

作
ら
れ
た
制
度
で
す
。

具
体
的
に
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
の
土
地
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を

同
時
に
行
な
い
、
住
み
よ
い
町
を
作

り
ま
す
。

▼
道
路
や
公
園
な
ど
の
、
公
共
施

設
を
新
し
く
作
っ
た
り
、
広
く
し

ま
す
。

▼
農
業
用
地
を
、
集
合
貴
地
と
し

て
住
宅
地
か
ら
の
彫
響
を
軽
威
し

安
心
し
て
慶
業
が
続
け
ら
れ
る
よ

う
に
し
ま
す
。

▼
土
地
の
基
盤
整
備
と
あ
わ
せ
て

上
下
水
遭
、
ガ
ス
な
ど
の
整
備
を

行
な
い
、
歩
行
者
専
用
遭
路
、
子

供
の
遊
び
鳩
な
ど
を
作
り
ま
す
。

▼
住
宅
を
必
要
と
し
て
い
る
人
た

ち
の
た
め
に
、
中
高
一
の
賃
貸
住

宅
や
分
譲
住
宅
参・建
設
し
ま
す
。

※
く
わ
し
い
内
容
を
お
知
り
に
な
り

た
い
方
は
、
区
役
所
都
市
整
備
課
へ

ど
う
ぞ
。

み
んなの

豆

知
識

戸
籍
のおは

な
し

(
問
)

近
い
う
ち
に
子
供
か
生
ま

れ
る
の
で
、
名
前
を
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
气

命
名
用
の
文
字
に
制
限

が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
か
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
。

(
答
)

お
子
さ
ん
の
名
前
に
使
用

で
き
る
文
字
は
、
当
用
昃
字
、
人
名

用
漢
字
、
片
か
な
、
平
が
な
に
隕
ら

れ
、
そ
れ
以
外
の
文
字
は
使
用
で
き

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

(
問
)

私
の
本
篇
圸
は
北
海
道
で

す
か
、
遠
い
た
め
い
ろ
い
ろ
不
便
を

感
じ
て
い
ま
す
。
本
籍
を
足
立
区
に

移
し
た
い
力
で
す
か
、
ど
の
よ
う
な

手
続
き
″
。す
れ
ば
よ
い
の
で
し
f

つ

か
。

(
答
)
本
籍
を
変
更
す
る
届
を
転

籍
届
と
い
い
ま
す
。
戸
籍
の
筆
頭
者

と
(
そ
の
)
配
偶
者
y
届
出
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
印
か
ん
と
戸
篇
謄
本

二
通
を
お
持
ち
の
う
え
、
区
役
所
の

戸
籍
係
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

(
問
)

私
は
令
情
が
あ
『
て
、
夫

と
協
議
鵬
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
子
供
が
未
成
年
の
た
め
'、
粮
権

者
を
私
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、
離
婚
届
を
出
し
た
だ
け
で
は
、

子
供
は
私
の
戸
籍
に
の
ら
な
い
と
聞

い
て
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。

(
答
)

涜
な
た
ヵ
壥
祁
雀
'廴
涜
气

て
も
、
雌
婚
届
が
受
理
さ
れ
た
だ
け

で
は
。
お
子
さ
ん
は
あ
な
た
の
戸
籍

に
は
の
り
ま
せ
ん
。
家
庭
蔵
判
所
へ

字

の
氏
の
変
更
許
可
」
の
申
立
て

″
Iし
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
許
可
が
お

り
て
か
ら
、
入
籍
届
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
お

子
さ
ん
が
あ
な
た
の
戸
籍
に
記
職
さ

れ
ま
す
。

(問
)

私
の
住
ん
で
い
る
町
は
、

最
近
住
居
表
示
が
実
施
さ
れ
、
町

名
、
地
番
と
も
新
し
い
表
示
に
な
り

ま
し
た
。
私
は
本
鮑
も
住
所
と
同
じ

所
に
お
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
区
役

所
か
ら
土
地
の
名
称
変
更
通
知
を
受

け
た
と
こ
ろ
、
本
籍
欄
の
表
示
が
町

名
だ
け
な
お
さ
れ
、
地
番
は
そ
の
ま

ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。
住
所
は
O
O

番
地
か
ら
○
番
○
号
に
変
わ
っ
て
い

る
の
に
、
戸
籍
に
は
い
ま
ま
で
の
地

番
の
ま
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
何
か
の
間
違
い
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

(
答
)

住
居
表
示
で
町
名
な
ど
が

変
わ
っ
た
場
合
、
戸
籍
の
本
輪
欄
は

町
名
だ
け
更
正
さ
れ
、
地
番
は
そ
の
'

ま
ま
表
示
さ
れ
ま
す
。
住
居
表
示
は

住
居
(
住
所
・
居
所
・
事
業
所
等
)

の
場
所
の
合
理
的
な
浹
壻
旁
凉
め
る

た
め
、
街
区
符
号
(
番
)

と
住
居
番

号
(
号
)
を
用
い
て
表
示
し
て
い
ま

す
。
戸
紬
の
地
番
号
は
、
土
地
登
記

摶
に
よ
る
地
番
号
を
記
峨
す
る
も
の

で
、
住
居
表
示
に
よ
る
番
号
は
記
載

で
き
な
い
の
で
す
。

※
そ
の
ほ
か
、
戸
篇
に
つ
い
て
く
わ

し
い
こ
と
を
お
知
り
に
な
り
た
い
方

は
、
区
役
所
第
一
戸
籍
係
ま
た
は
第

二
庁
舎
第
二
戸
籍
係
へ
ど
う
ぞ
。

競
争
入
札

参
加
願
い
受
付
け

昭
和
五
十
一
年
度
に
、
本
区
の
嫦

股
工
事
・
物
品
等
の
競
争
入
札
に
参

加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
つ
き
に
よ

り
所
定
の
様
式
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
物
品
等
の
昭
和
五
十
年
度

の
参
加
有
資
格
者
は
、
昭
和
五
十
一

年
度
も
継
続
す
る
も
の
と
し
、
今
回

の
受
付
け
は
新
規
業
者
の
み
を
対
象

と
し
ま
す
。

受
付
期
間
・・・
三
月
一
日
か
ら
三
月
二

十
四
日
ま
で

受
付
時
間
・・・
午
前
九
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で
(
正
午
か
ら
午
後

一
時
ま
で
は
除
く
)

土
曜
日
は
午
前
十
一
時
三
十
分

ま
で

区
内
業
者
の
方
は
、
三

月

六
日
(

土
)
午
後
一
時
~
三
時
の
間
、
相

啖
と
受
付
け
を
行
な
い
ま
す
。

用
紙
・
=東
京
都
財
務
局
所
定
様
式
(

東
京
都
弘
済
会
で
販
売
)

く
わ
し
く
は
、
区
役
所
経
理
課
へ
。
(

驀
股
工
事
関
係
・・・
内
線
二
四
七

～
八
、
物
品
関
係
…
内
線
二
四
九
)

国
民
健
康
保
険

加
入
手
続
は
十
四
日
以
内
に

退
職
な
ど
で
国
民
健
康
保
険
加
入

の
資
格
を
取
得
し
た
方
は
、
十
四
日

以
内
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、一
定
以
上
の
収
入
か
あ
る

た
め
、
お
子
さ
ん
た
ち
の
被
扶
養
者

に
な
れ
な
い
方
も
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

該
当
す
る
方
は
、
次
の
要
領
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

▽
健
康
保
険
の
離
脱
証
明
ま
た
は

退
職
証
明

▽
印
か
ん

▽
同
じ
世
帯
で
、
す
で
に
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
い

る
と
き
は
、
そ
の
被
保
険
者
証

■
手
続
き
を
す
る
と
こ
ろ

▽
区
役
所
二
階
国
民
健
康
保
険
課

▽
各
出
張
所

問
い
合
わ
せ
は
、区
役
所
国
民
継

康
保
険
課
賢
格
賦
課
係
へ
。

療
養
中
に

職
場
を
や
め
た
方
へ

診
療
中
の
病
気
に
つ
い
て
は
、
退

栽
し
て
も
、
職
場
の
健
康
保
険
か
そ

の
ま
ま
適
用
さ
れ
、
健
康
保
険
継
続

療
隻
証
明
一

が
交
付
さ
れ
ま
す

。

こ
れ
は
被
保
険
者
だ
け
で
な
く

、

被
扶
養
者
も
同
様
で
す
。

く
わ
し
く
は
、
職
場
の
担
当
の
方

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

二
十
歳
に
な
っ
た
ら

国
民
年
金
に
加
入
を

二
十
歳
に
な
る
と
、
成
人
と
し
て

い
ろ
い
ろ
な
権
利
か
で
き
ま
す
。
そ

れ
と
同
時
に
、
果
た
さ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
義
務
も
要
求
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
も
そ

の
ひ
と
つ
で
す
。

自
分
で
事
業
そ
し
て
い
る
か
、
あ

る
い
は
他
の
公
的
年
金
に
加
入
し
て

い
な
い
二
十
歳
以
上
の
方
は
、
国
民

年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん

。
た
だ
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥

さ
ん
、
年

金
を
現
在

受
け
て
い
る

方
、
昼
間
部
の
大
学
生
は
例
外
で
す

か
、
希
望
す
れ
ば
国
民
年
金
に
加
人

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

。

国
民
年
金
制
度
は
、
二
十
歳
か
ら

六
十
歳
ま
で
掛
け
金
を
納
め
、
六
十

五
歳
か
ら
老
齢
年
金
を
受
け
と
る
し

く
み
に
な
っ
て
い
ま
す

。

掛
け
金
を
納
め
て
い
れ
ば
、
障
害

者
に
な
っ
た
と
弌

母
子
家
庭
に
な

っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
被
保
険
者
が

死
亡
し
て
そ
の
子
供
が
遺
児
に
な
っ

た
と
き
(
一
定
の
要
件
を
臠
た
し
て

い
る
こ
と
か
必
要
)

、
そ
れ
ぞ
れ
障

害
年
金
。
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
を

受
け
と
れ
ま
す
か
ら
安
心
で
す

。

国
民
年
金
の
加
人
の
手
続
き
は

、

印
鑑
を
お
持
ち
Iの
う
え
、
区
役
所
国

民
年
金
踝
へ
お
い
で
く
だ
さ
い

。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
国
民
年

金
課
適
用
係
へ
ど
う
ぞ
。

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に
(
6
3
)

同
和
問
題
が
特
に
最
近
話
胆
に
な

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
正
し
く
理
解

し
て
い
る
人
は
意
外
に
少
な
い
よ
う

で
す

。

こ
の
た
め
区
で
は
、
こ
れ
ま
で
同

和
問
題
の
啓
蒙
を
次
の
よ
う
に
実
施

し
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
区
の
…£
知
ら
せ
に
連
載
し
て

い
ス
yコ
ラ
ム
で
す
。

次
に
年
一
回
お
知
ら
せ
の
特
集
号

を
発
行
し
て
い
ま
す

。

さ
ら
に
パ
ン
フ
y
卜
も
作
成
し
て

い
ま
す
。

さ
て
こ
れ
ま
ご
、
お
知
ら
せ
の
コ

ラ
ム
は
運
動
団
体
に
依
頼
し
た
原
稿

を
掲
載
し
て
い
ま
し
た
か
、
今
後
は

区
が
作
成
し
て
掲
徽
寸
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

同
和
問
題
と
は
一
言
で
い
え
ぱ
、

同
じ
国
民
で
あ
り
な
が
ら
、
同
和
地

区
に
住
ん
で
い
る
か
、出
身
で
あ
る

と
い
う
た
め
に
日
本
国
憲
法
か
観
定

す
る
基
本
的
人
権
を
侵
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
差
別
匐
「
日
も
早
く

な
く
な
る
よ
う
、順
を
追
っ
て
各
号

で
同
和
問
題
の
解
説
を
掲
載
し
て
行

き
ま
す
。
開
始
に
あ
た
り
区
民
の
皆

さ
ま
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

▽
同
和
行
政
に
つ
い
て
は

区
・
同
和
対
策
担
当

(
内
線
二
こ
五
)

▽
差
別
に
か
か
わ
る
生
活
な
ど
の
問

題
に
つ
い
て
は

八
五
〇
1

七
七
六
九

足立区少 年鼓
笛隊・合 唱団

練習発表会

昨
年
四
月
、
新
入
隊
団
員
を
迎
え

た
足
立
区
少
年
鼓
笛
隊
・
合
唱
団

は
、
毎
週
土
塲
日
の
午
後
、練
習
に

は
げ
ん
で
き
ま
し
た
。

足
立
区
の
少
年
少
女
達
が
飮
笛
隊

・
合
唱
団
活
動
に
よ
る
情
操
教
冐
を
I

通
じ
て
あ
た
た
か
い
、
豊
か
な
心
持

ら
や
、
す
ば
ら
し
い
友
情
を
育
て
で

き
ま
し
た
。

日
頃
、
区
の
各
種
行
事
を
通
じ
て

み
な
さ
ん
の
温
い
ご
理
解
と
ご
声
授

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
か
、
こ
こ
に

鼓
笛
隊
・
合
唱
団
の
一
年
の
成
果
と

し
て
、
練
習

発
表

会
を
行
な
い
ま

す

。
日
時

二
月
二
十
九
日
(
日
)
午
後

一
時

暘
所

足
立
区
文
化
会
館
・
体
青
館

内
容

第

】郎
・・・
式
典

第
二
都
・
I・

合
唱
団
・
鼓
笛
隊
発
表
他

問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
委
皿
会
青

少
年
係
へ

。

ス
ポ
ー
ツ
教
室
の

お
知
ら
せ

ヌ
ポ
ー
ツ
教
室
の
開
催
期
限
は
つ

き
の
と
お
り
で
す

。

▽
二
月
末
日
で
終
わ
り
に
な
る
教
室

卓
球
(
千
寿
第
四
小
、
第
十
四

中
、旄
浜
中
、
梅
島
小
)

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
(
綾
瀬
小
、
渕
江

小
、第
三
中
)

バ
ス
ケ
y
ト
ボ
ー
ル
(
第
九
中
)

▽
三
月
十
七
日
で
終
わ
り
に
な
る
教

室体
操
(
第
十
五
中
)

※
な
お
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
教
室
(
興

本
小
、
大
谷
田
小
、
青
井
中
、
花
畑

中
)
は
三
月
一
日
～
二月
十
九
日
の

期
間
中
実
施
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、教
育
委
員
会
体

育
課
へ
。

申告所得税( 第3 期分)の

納税等について

◎ 振替納観を利用している方は 、税 務署から送付さ

れた「振替納付書」に納付金額を記入し 、確定申告書

を添えて, 観郡 署に提出してください。

◎ 振替納税を刊用していない方は、税務署から送什

された納付喬を梗・つて、3 月15 日までにお近くの銀行

郵便廴J、またl j 税務署にお納めください。

◎ 第3 剛分の1/ 2 以上 を期限内に納付( 飯替納税

も含む) されますと、残 額はs 月31 日まで延納するこ

とができます。

延納 期間・pは 、年7, 3% 印 參2 銭) の割合で 計算

した刊子扣かかかります。 ただし、延納顧が32, 000 円

以下の鳩合は利f 税かかかりません。

◎ 還付を受けるための巾 告良は、なるべく2 月中に

捉出してください。

"納税証明書を誚求な さる方へお願い"

3 月は確定巾青書の提出や 、その整理のため混雑が

予想されますので、この 躙闕はなるぺくさけてくださ

い。

なお、確定申告分についての納税証明書の請求に当

たっては, お手数でも「巾告書控」およぴ「領収篆書」

をご持参ください。

問い合わせは、税務署曾理廠収部門へ
足立税務署・　888- 6241, 西新井税務署　840- 1111

掲
示
板

■
米
飯
提
供
業
者
の

登

録

を

米
飯
提
供
業
者
(
旅
館
、
一
般
食

堂
、
す
し
屋

、
割
烹
、
そ
ば
屋
、
給

食
セ
ン
タ
ー
等
)
と
し
て
営
業
す
る

た
め
に
は
、
食
糧
管
理
法
に
も
と
づ

く
登
録
か
必
要
で
す
。

現
に
登
録
を
受
け
て
い
て
、
登
録

有
効
期
限
が
三
月
三
十

】日
ま
で
の

方

、
現
在
営
業
し
て
い
て
ま
だ
登
録

し
て
い
な
い
方
は
、
次
に
よ
り
登
録

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間

二
月
二
十
三
日
(
月
)
~

二
丿
八
日
(
土
)

持
参
す
る
も
の

印
鑑
、
保
健
所
の

営
業
許
可
証
、
旧
登
録
票
、
手
敵

料
四
百
五
十
円

申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

区
役
所
-

階
消
賢
生
活
係

■
平
野
野
球
場
の

使
用
を
中
止

平
野
野
球
場
は
、
補
修
工
事
の
た

め
、
次
の
期
間
中
使
用
を
申
止
し
ま

す
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

休
場
期
間

三
月
石
~
(

弖
一
―寸

日
(
予
定
)

野
球
場
二
面

※
な
お
、
商
球
場
は
従
来
ど
お
り
使

用
で
き
ま
す
が
、
駐
車
場
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
風
会
体
育

踝
■
就
職
希
望
の
高
齢
・

心
身
障
書
の
方
へ

事
業
所
見
学

日
時
・
対
象
・
定
員

心
身
障
害
の
方
…
二
月
三
曰
〃
水
)

三
十
名

高
齢
の
方
・・・
三
月
£
日
(
金
)

五
十
名

集
合
場
所
・
時
間
は
、両
日
と

も
区
役
所
前
、
午
前
九
時
で
す
。

申
込
み

区
役
所
援
護
係
ま
た
は
足

立
公
共
職
業
安
定
所
(
千
住
河
原

町
五
)
ま
で
。
定
員
に
な
り
次
第

締
切
り
ま
す

。

問
い
合
わ
せ
先
・・・
区
役
所
緩
護
係
ま

で
ど
う
ぞ
。

■

生
徒
募
集

足
立
区
商
連
高
等
職
業
訓
練
校

こ
の
馴
練
校
は
、
商
業
従
業
員
の

た
め
の
も
の
で
、
都
内
た
だ
一
つ
の

職
業
釧
練
法
に
よ
る
認
定
校
で
す
。

次
の
要
領
に
よ
り
生
徒
を
募
集
し
ま

す
。

資
格

都
内
居
住
者
ま
た
は
勤
務
者

期
間

四
月
一
日
か
ら
一
年
間

授
業
内
容

販
売
士
・
商
業
簿
記
な

授
業
日

毎
週
月
曜
日

午
前
九
時

か
ら

経
費

そ
キ
ス
ト
代
の
み

場
所

足
立
区
商
振
遲
会
館
(
千
住

仲
町
己

申
込
み

三
月
二
日
ま
で
に
、
足
立

区
商
振
連
事
務
局
(
　
八
八
一
―

九
匸
一
こ
へ
。

■

簡
易
保
険

小
額
保
険
契
約
の
特
例
措
置

昭
和
二
十
四
年
以
前
に
ご
加
入
の

簡
I易
保
険
に
つ
い
て
は
、
お
申
出
に

よ
り
特
別
一
時
金
を
、
お
支
払
い
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
取
扱
い
期

間
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
昭
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前

に
ご
加
人
の
契
約
は
、
昭
和
五
十

一
年
一
月
二
日
か
ら
三
年
間

▽
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
ご

加
入
の
契
約
は
、
昭
和
五
十
一
年

七
月
一
日
か
ら
Ξ
年
閭

く
わ
し
く
は
最
寄
り
の
郵
便
局
へ
。

■
栄
養
指
導
講
習
会

日
時一
三
月
三
日
(
水
)
午
後
一
時

三
十
分

内
容
-
▽
幼
児
期
の
む
し
歯
・
偏
食

予
防
と
食
事
▽
間
食
の
工
夫
▽
ひ

な
ま
つ
り
む
き
闘
理
実
演

費
用
1
無
料

場
所
―
竹
の
塚
保
健
相
談
所

申
込
み
I
電
話
で
竹
の
塚
保
健
相
談

所
(
　

八
八
五
一
五
四
二
-
)

栄

養
士
へ

。

■
区
民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
の
タ
ベ

日
時

二
月
二
十
六
日
(
木
)
午
後

六
時
三
十
分
～
九
時

場
所

千
寿
第
三
小
学
校
体
育
館

参
加
費

無
料
(
入
場
自
由
)

問
い
合
わ
せ
先

足
立
X
フ
ォ
1
ク

ダ
ン
ス
連
盟
　

八
八
一
-
九
〇

六
五

■
新
し
い
消
防
署

(
消
防
団
)
が
で
き
ま
す

現
在
、区
内
に
は
千
住
消
防
署
と

西
新
井
消
防
署
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
に
加
え
て
三
月
一
日
に
新
し
い
消

防
署
が
西
伊
具
町
に
で
き
ま
す・
。

ま
た
、消
防
署
の
分
割
に
伴
い
、

現
在
の
西
新
井
消
防
団
は
、
足
立
消

防
団
お
よ
び
西
新
井
消
防
団
に
分
割

さ
れ
ま
す
。

消
防
署
の
所
在
地
・
名
称

西
新
井
洌
防
暑
(
新
股
)
酉
伊
興
町
五

八
尖
　

八
五
三
-
〇
一
一
九

足
立
消
防
一
(

現
西
新
井
消
防
署
)

梅
鳥
二
丁
目
一
-
一
　

八
八
六
-

四
一
八
七

お
礼

次
の
方
か
ら
多
額
の
寄

付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◎
育
英
資
金
に
・
。由

中
正
次
さ
ん
(

伊
具
町
五
七
八
)

■ たばこは区内で買いましょう　 ■ 自転車には、住所氏名を書き、防犯登録をしておきましょう H. T215, 000


